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********************************************************************************************* 

□ 大学設置基準等の一部を改正する省令（文部科学省令第９号） 

   [官報] 令和 3年 2月 26日 号外 第 41号 148～168頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20210226/20210226g00041/20210226g000410148f.html 

〇文部科学省令第９号 

 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三条及び第百四十二条の規定に基づき、大学設置基準等の一部を改正す

る省令を次のように定める。 

  令和 3年 2月 26日                            文部科学大臣  萩生田光一 

   大学設置基準等の一部を改正する省令 

（大学設置基準の一部改正） 

第一条 大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）の一部を次のように改正する。 

  次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を  

した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規

定」という。）は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で

改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対

応するものを掲げていないものは、これを削る。 

改 正 後 改 正 前 

 （教育課程の編成方針） 

第十九条 [略] 

２ [略] 

（連携開設科目）  

第十九条の二 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等

の教育上の目的を達成するために必要があると認められ

る場合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する他の大学、専門職大学又は短期大学

（以下この条において「他大学」という。）が当該大学と

連携して開設する授業科目（次項に規定する要件に適合す

るものに限る。以下この条及び第二十七条の三において

「連携開設科目」という。） を、当該大学が自ら開設した

ものとみなすことができる。 

一 当該大学の設置者（その設置する他大学と当該大学と

の緊密な連携が確保されているものとして文部科学大

臣が別に定める基準に適合するものに限る。）が設置す

 （教育課程の編成方針） 

第十九条 [同左] 

２ [同左] 

 

[条を加える] 
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る他大学 

二 大学等連携推進法人（その社員のうちに大学、専門職

大学又は短期大学の設置者が二以上ある一般社団法人

のうち、その社員が設置する大学、専門職大学又は短期

大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該

大学、専門職大学又は短期大学の間の緊密な連携が確保

されていることについて文部科学大臣の認定を受けた

ものをいう。次項第二号及び第四十五条第三項において

同じ。）（当該大学の設置者が社員であるものであり、か

つ、連携開設科目に係る業務を行うものに限る。）の社

員が設置する他大学 

２ 前項の規定により当該大学が自ら開設したものとみな

すことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなければな

らない。 

一 前項第一号に該当する他大学が開設するもの 同号

に規定する基準の定めるところにより当該大学の設置

者が策定する連携開設科目の開設及び実施に係る方針 

二 前項第二号に該当する他大学が開設するもの 同号

の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針（その社

員が設置する大学、専門職大学又は短期大学の間の教育

研究活動等に関する連携を推進するための方針をい

う。） 

３ 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したもの

とみなす大学及び当該連携開設科目を開設する他大学は、

当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、文部科学

大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるもの

とする。 

（履修科目の登録の上限） 

第二十七条の二 [略] 

２ [略] 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第二十七条の三 大学は、学生が他の大学、専門職大学又

は短期大学において履修した連携開設科目について修得

した単位を、当該大学における授業科目の履修により修得

したものとみなすものとする。 

 （他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の

履修等） 

第二十八条 [略] 

２ [略] 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第三十条 [略] 

２ [略] 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えることの

できる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学

において修得した単位（第二十七条の三の規定により修得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（履修科目の登録の上限） 

第二十七条の二 [同左] 

２ [同左] 

 

[条を加える] 

 

 

 

（他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目

の履修等） 

第二十八条 [同左] 

２ [同左] 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第三十条 [同左] 

２ [同左] 

３ 前二項により修得したものとみなし、又は与えること

のできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該

大学において修得した単位（第二十七条の三の規定によ
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したものとみなすものとする単位を含む。）以外のものに

ついては、第二十八条第一項（同条第二項において準用す

る場合を含む。）及び前条第一項により当該大学において

修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超え

ないものとする。 

第三十二条 [略] 

２～５ [略] 

６ 第一項から第四項まで又は第四十二条の十二の規定に

より卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十七

条の三の規定により修得したものとみなすものとする単

位数は三十単位を超えないものとする。 

（共同学科に係る卒業の要件） 

第四十五条 [略] 

２ [略] 

３ 全ての構成大学の設置者が同一であり、かつ、第十九条

の二第一項第一号に規定する基準に適合している場合又

は全ての構成大学の設置者が同一の大学等連携推進法人

（共同教育課程に係る業務を行うものに限る。）の社員で

ある場合における前二項の規定の適用については、これら

の項中「三十一単位」及び「三十二単位」とあるのは、「二

十単位」とする。 

４ 前三項の規定によりそれぞれの大学において当該共同

教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数に

は、 第二十七条の三、第二十八条第一項（同条第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第二十九条第一項、第三十

条第一項若しくは第二項、第四十二条の十一第一項又は前

条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えるこ

とができ、又はみなすものとする単位を含まないものとす

る。 

（国際連携学科に係る卒業の要件） 

第五十四条 [略] 

２ [略] 

３ 前二項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそ

れぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る

授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の

三、第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合

を含む。）、第二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第

二項、第四十二条の十一第一項又は前条の規定により修得

したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみな

すものとする単位を含まないものとする。ただし、第三十

条第一項の規定により修得したものとみなす単位につい

て、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に

必要と認められる場合は、この限りでない。 

附 則 

１～３ [略] 

[項を削る。] 

り修得したものとみなすものとする単位を含む。）以外の

ものについては、第二十八条第一項（同条第二項におい

て準用する場合を含む。）及び前条第一項により当該大学

において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単

位を超えないものとする。 

第三十二条 [同左] 

２～５ [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

（共同学科に係る卒業の要件） 

第四十五条 [同左] 

２ [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

４ 前二項の規定によりそれぞれの大学において当該共同

教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数に

は、第二十八条第一項（同条第二項において準用する場

合を含む。）、第二十九条第一項、第三十条第一項若しく

は第二項、第四十二条の十一第一項又は前条の規定によ

り修得したものとみなし、若しくは与えることができ、

又はみなすものとする単位を含まないものとする。 

 

（国際連携学科に係る卒業の要件） 

第五十四条 [同左] 

２ [同左] 

３ 前二項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそ

れぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る

授業科目の履修により修得する単位数には、第二十八条

第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第

二十九条第一項、第三十条第一項若しくは第二項、第四

十二条の十一第一項又は前条の規定により修得したもの

とみなし、若しくは与えることができ、又はみなすもの

とする単位を含まないものとする。ただし、第三十条第

一項の規定により修得したものとみなす単位について、

国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必

要と認められる場合は、この限りでない。 

附 則 

１～３ [同左] 

４ 昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間（昭和
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[項を削る。] 

 

 

[項を削る。] 

 

 

 

 

 

 

４ 令和二年度以降に期間（令和八年度までの間の年度間に

限る。）を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員

を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四

号）第四条第一項に規定する都道府県計画その他の都道府

県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学

定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の

増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学（次

項及び附則第六項において「医学部の収容定員を七百二十

人を超えて増加する大学」という。）の専任教員数の算定

については、別表第一ロに定める医学関係の専任教員数

は、収容定員が七百八十人までの場合にあつては百五十

人、収容定員が八百四十人までの場合にあつては百六十人

とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合するこ

ととして、第十三条の規定を適用する。 

５ [略] 

６ [略] 

六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限る。）

を付して入学定員を増加する大学（次項において「期間

を付して入学定員を増加する大学」という。） の専任教

員数については、第十三条の規定により算定し、当該入

学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加する

こととなるときは、当該増加することとなる専任教員数

は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつ

て充てることができるものとする。 

５ 期間を付して入学定員を増加する大学の校地の面積の

算定については、当該入学定員の増加はないものとみな

して第三十七条第一項の規定を適用する。 

６ 昭和六十一年度以降に期間（平成十一年度を終期とする

ものに限る。）を付して入学定員を増加又は設定した大学

であつて、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の

範囲内で期間（平成十二年度から平成十六年度までの間

の年度間に限る。）を付して入学定員を増加するものの専

任教員数及び校地の面積の算定については、前二項の例

による。__ 

７ 令和二年度以降に期間（令和八年度までの間の年度間

に限る。）を付して医学に関する学部の学科に係る収容定

員を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護

の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六

十四号）第四条第一項に規定する都道府県計画その他の

都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学

の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容

定員の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する

大学（次項及び附則第六項において「医学部の収容定員

を七百二十人を超えて増加する大学」という。）の専任教

員数の算定については、別表第一ロに定める医学関係の

専任教員数は、収容定員が七百八十人までの場合にあつ

ては百五十人、収容定員が八百四十人までの場合にあつ

ては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基

準に適合することとして、第十三条の規定を適用する。 

８ [同左] 

９ [同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

 （専門職大学設置基準の一部改正） 

第二条 専門職大学設置基準（平成二十九年文部科学省令第三十三号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲

げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（教育課程連携協議会） 

第十一条 [略] 

２・３ [略] 

（教育課程連携協議会） 

第十一条 [同左] 

２・３ [同左] 
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（連携開設科目） 

第十一条の二 専門職大学は、当該専門職大学、学部及び学

科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要があ

ると認められる場合には、第十条第一項の規定にかかわら

ず、次の各号のいずれかに該当する他の大学が当該専門職

大学と連携して開設する授業科目（次項に規定する要件に

適合する ものに限る。以下この条及び第二十三条の二に

おいて「連携開設科目」という。）を、 当該専門職大学

が自ら開設したものとみなすことができる。 

一 当該専門職大学の設置者（その設置する他の大学と当

該専門職大学との緊密な連携が確保されているものと

して文部科学大臣が別に定める基準に適合するものに

限る。）が設置する他の大学 

二 大学等連携推進法人（その社員のうちに大学の設置者

が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が設置する

大学の間の連携の推進を目的とするものであつて、当該

大学の間の緊密な連携が確保されていることについて

文部科学大臣の認定を受けたものをいう。次項第二号及

び第六十一条第五項において同じ。）（当該専門職大学の

設置者が社員であるものであり、かつ、連携開設科目に

係る業務を行うものに限る。）の社員が設置する他の大

学 

２ 前項の規定により当該専門職大学が自ら開設したもの

とみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設されなけ

ればならない。 

一 前項第一号に該当する他の大学が開設するもの 同

号に規定する基準の定めるところにより当該専門職大

学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実施に

係る方針 

二 前項第二号に該当する他の大学が開設するもの 同

号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針（その

社員が設置する大学の間の教育研究活動等に関する連

携を推進するための方針をいう。） 

３ 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したもの

とみなす専門職大学及び当該連携開設科目を開設する他

の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施するため、

文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設

けるものとする。 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第二十三条の二 専門職大学は、学生が他の大学において

履修した連携開設科目について修得した単位を、当該専門

職大学における授業科目の履修により修得したものとみ

なすものとする。 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第二十四条 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学

 

[条を加える] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[条を加える] 

 

 

 

（他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第二十四条 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、
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生が専門職大学の定めるところにより他の大学（短期大学

を除く。以下同じ。）又は短期大学において履修した授業

科目について修得した単位を、六十単位（修業年限が二年

の専門職大学の前期課程にあつては三十単位、修業年限が

三年の専門職大学の前期課程にあつては四十六単位 （第

三十条第五項の規定により修了の要件として六十二単位

以上を修得することとする専門職大学の前期課程（以下

「夜間等三年制前期課程」という。）にあつては、三十単

位））を超えない範囲で当該専門職大学における授業科目

の履修により修得したものとみなすことができる。 

２［略］ 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第二十五条 ［略］ 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及

び第二項により当該専門職大学において修得したものと

みなす単位数と合わせて六十単位（修業年限が二年の専門

職大学の前期課程にあつては三十単位、修業年限が三年の

専門職大学の前期課程にあつては四十六単位（夜間等三年

制前期課程にあつては、三十単位））を超えないものとす

る。 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第二十六条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 専門職大学は、学生が当該専門職大学に入学する前に専

門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業

を担うための実践的な能力（当該専門職大学において修得

させることとしているものに限る。）修得している場合に

おいて、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に

定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専

門職大学における授業科目の履修とみなし、三十単位（修

業年限が二年の専門職大学の前期課程にあつては十五単

位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあつては二

十三単位（夜間等三年制前期課程にあつては、十五単位））

を超えない範囲で専門職大学の定めるところにより、単位

を与えることができる。 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えることの

できる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門

職大学において修得した単位（第二十三条の二の規定によ

り修得したものとみなすものとする単位を含む。）以外の

ものについては、第二十四条第一項（同条第二項において

準用する場合を含む。）及び前条第一項により当該専門職

大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六

十単位（修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあつて

は三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあ

つては四十六単位（夜間等三年制前期課程にあつては、三

十単位））を超えないものとする。この場合において、第

学生が専門職大学の定めるところにより他の大学（短期

大学を除く。以下同じ。）又は短期大学において履修した

授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない

範囲で当該専門職大学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

２ [同左] 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第二十五条 [同左] 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第一項

及び第二項により当該専門職大学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとす

る。 

 

 

 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第二十六条 [同左] 

２ [同左] 

３ 専門職大学は、学生が当該専門職大学に入学する前に

専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該

職業を担うための実践的な能力（当該専門職大学におい

て修得させることとしているものに限る。）を修得してい

る場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学

大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修

得を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、

三十単位を超えない範囲で専門職大学の定めるところに

より、単位を与えることができる。 

 

 

 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えること

のできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該

専門職大学において修得した単位以外のものについて

は、第二十四条第一項（同条第二項において準用する場

合を含む。）及び前条第一項により当該専門職大学におい

て修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超

えないものとする。 
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二十四条第二項において準用する同条第一項により当該

専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わ

せるときは、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあ

つては四十五単位を、修業年限が三年の専門職大学の前期

課程にあつては五十三単位（夜間等三年制前期課程にあつ

ては、四十五単位）を超えないものとする。 

 （卒業の要件） 

第二十九条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二

十四単位のうち、第二十三条の二の規定により修得したも

のとみなすものとする単位数は三十単位を超えないもの

とする。 

 （前期課程の修了要件） 

第三十条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前二項の規定により修了の要件として修得すべき単位

数のうち、第十八条第二項の授業の方法により修得する単

位数は、修業年限が二年の専門職大学の前期課程にあつて

は三十単位、修業年限が三年の専門職大学の前期課程にあ

つては四十六単位（夜間等三年制前期課程にあつては、三

十単位）を超えないものとする。 

４ 第一項又は第二項の規定により修了の要件として修得

すべき単位数のうち、第二十三条の二の規定により修得し

たものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の専

門職大学の前期課程にあつては十五単位、修業年限が三年

の専門職大学の前期課程にあつては二十三単位（夜間等三

年制前期課程にあつては、十五単位）を超えないものとす

る。 

５ 夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間に

ついて教育上特別の配慮を必要とする学部（第七十条第四

項において「夜間学部等」という。）に係る修業年限が三

年の専門職大学の前期課程の修了要件は、第二項の規定に

かかわらず、専門職大学に三年以上在学し、第一項第二号

から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当すること

とすることができる 

 （共同学科に係る卒業等の要件） 

第六十一条 ［略］ 

２ 共同学科のうち修業年限が二年の専門職大学の前期課

程に係る修了の要件は、第三十条第一項に定めるもののほ

か、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教

育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得す

ることとする。 

３ 共同学科のうち修業年限が三年の専門職大学の前期課

程に係る修了の要件は、第三十条第二項に定めるもののほ

か、それぞれの専門職大学の前期課程において当該共同教

 

 

 

 

 

 

 （卒業の要件） 

第二十九条 [同左] 

２ [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

 （前期課程の修了要件） 

第三十条 [同左] 

２ [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

３ 夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間に

ついて教育上特別の配慮を必要とする学部に係る修業年

限が三年の専門職大学の前期課程の修了要件は、前項の

規定にかかわらず、専門職大学に三年以上在学し、第一

項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれにも該当

することとすることができる 

 

 （共同学科に係る卒業の要件） 

第六十一条 [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

 

[項を加える] 
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育課程に係る授業科目の履修により二十単位以上を修得

することとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、共同学科のうち夜間等三年制

前期課程に係る修了の要件は、第三十条第五項に規定する

もののほか、それぞれの専門職大学の前期課程において当

該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上

を修得することとする。 

５ 全ての構成専門職大学の設置者が同一であり、かつ、第

十一条の二第一項第一号に規定する基準に適合している

場合又は全ての構成専門職大学の設置者が同一の大学等

連携推進法人（共同教育課程に係る業務を行うものに限

る。）の社員である場合における前各項の規定の適用につ

いては、第一項中「三十一単位」とあるのは「二十単位」

と、第二項及び前項中「十単位」とあるのは「七単位」と、

第三項中「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。 

６ 前各項の規定によりそれぞれの専門職大学において当

該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単

位数には、第二十三条の二、第二十四条第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。）、第二十五条第一項、第

二十六条第一項から第三項まで又は前条の規定により修

得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみ

なすものとする単位を含まないものとする。 

 （共同開設科目） 

第六十八条 ［略］ 

２ 国際連携学科を設ける専門職大学が前項の授業科目（以

下この項において「共同開設科目」という。）を開設した

場合、当該専門職大学の国際連携学科の学生が当該共同開

設科目の履修により修得した単位は、三十単位（修業年限

が二年の専門職大学の前期課程にあつては十五単位、修業

年限が三年の専門職大学の前期課程にあつては二十三単

位（夜間等三年制前期課程にあつては、十五単位））を超

えない範囲で、当該専門職大学又は連携外国専門職大学の

いずれかにおいて修得した単位とすることができる。 

ただし、連携外国専門職大学において修得した単位数

が、第七十条第一項の規定により連携外国専門職大学にお

いて修得することとされている単位数に満たない場合は、

共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国専門

職大学において修得した単位とすることはできない。 

（国際連携学科に係る卒業等の要件） 

第七十条 ［略］ 

２ 国際連携学科に係る修業年限が二年の専門職大学の前

期課程の修了要件は、第三十条第一項に定めるもののほ

か、国際連携学科を設ける専門職大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修

得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学において

当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単

 

 

[項を加える] 

 

 

 

 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定によりそれぞれの専門職大学において当該

共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位

数には、第二十四条第一項（同条第二項において準用す

る場合を含む。）、第二十五条第一項、第二十六条第一項

から第三項まで又は前条の規定により修得したものとみ

なし、若しくは与えることができ、又はみなすものとす

る単位を含まないものとする。 

 （共同開設科目） 

第六十八条 [同左] 

２ 国際連携学科を設ける専門職大学が前項の授業科目

（以下この項において「共同開設科目」という。）を開設

した場合、当該専門職大学の国際連携学科の学生が当該

共同開設科目の履修により修得した単位は、三十単位を

超えない範囲で、当該専門職大学又は連携外国専門職大

学のいずれかにおいて修得した単位とすることができ

る。ただし、連携外国専門職大学において修得した単位

数が、第七十条第一項の規定により連携外国専門職大学

において修得することとされている単位数に満たない場

合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外

国専門職大学において修得した単位とすることはできな

い。 

 

 

（国際連携学科に係る卒業の要件） 

第七十条 [同左] 

[項を加える] 
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位以上を修得することとする。 

３ 国際連携学科に係る修業年限が三年の専門職大学の前

期課程の修了要件は、第三十条第二項に定めるもののほ

か、国際連携学科を設ける専門職大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により四十七単位以上を修

得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学において

当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により二十

単位以上を修得することとする。 

４ 国前項の規定にかかわらず、夜間学部等の国際連携学科

に係る修業年限が三年の専門職大学の前期課程の修了要

件は、第三十条第五項に定めるもののほか、国際連携学科

を設ける専門職大学において国際連携教育課程に係る授

業科目の履修により三十一単位以上を修得するとともに、

それぞれの連携外国専門職大学において当該国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得す

ることとする。 

５ 前各項の規定により国際連携学科を設ける専門職大学

及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、

第二十三条の二、第二十四条第一項（同条第二項において

準用する場合を含む。）、第二十五条第一項、第二十六条第

一項から第三項まで又は前条の規定により修得したもの

とみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものと

する単位を含まないものとする。ただし、第二十六条第一

項の規定により修得したものとみなす単位について、国際

連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認

められる場合は、この限りでない。 

 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前各項の規定により国際連携学科を設ける専門職大学

及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数に

は、第二十四条第一項（同条第二項において準用する場

合を含む。）、第二十五条第一項、第二十六条第一項から

第三項まで又は前条の規定により修得したものとみな

し、若しくは与えることができ、又はみなすものとする

単位を含まないものとする。ただし、第二十六条第一項

の規定により修得したものとみなす単位について、国際

連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と

認められる場合は、この限りでない。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

 （大学院設置基準の一部改正） 

第三条 大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲

げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （大学設置基準の準用） 

第十五条 大学院の連携開設科目、各授業科目の単位、授業

日数、授業期間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位

の授与、連携開設科目に係る単位の認定、他の大学院にお

ける授業科目の履修等、入学前の既修得単位等の認定、長

期にわたる教育課程の履修並びに科目等履修生等につい

ては、大 学設置基準第十九条の二、第二十一条から第二

十五条まで、第二十七条、第二十七条の三、第二十八条第

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第三十

条第一項及び第三項、第三十条の二並びに第三十一条（第

二項及び第四項を除く。）の規定を準用する。この場合に

 （大学設置基準の準用） 

第十五条 大学院の各授業科目の単位、授業日数、授業期

間、授業を行う学生数、授業の方法及び単位の授与、他

の大学院における授業科目の履修等、入学前の既修得単

位等の認定、長期にわたる教育課程の履修並びに科目等

履修生等については、大 学設置基準第二十一条から第

二十五条まで、第二十八条第一項（同条第二項において

準用する場合を含む。）、第三十条第一項及び第三項、第

三十条の二並びに第三十一条（第二項及び第四項を除

く。）の規定を準用する。この場合において、同令第二十

八条第一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、
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おいて、同令第十九条の二第一項中「前条第一項」とある

のは「大学院設置基準第十一条第一項」と、第二十八条第

一項中「六十単位」とあるのは「十五単位」と、同条第二

項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、「当該教

育課程における授業科目を我が国において」とあるのは

「当該教育課程における授業科目を我が国において履修

する場合及び国際連合大学本部に関する国際連合と日本

国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和五十一年法

律第七十二号）第一条第二項に規定する千九百七十二年十

二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際

連合大学（第三十五条第一項において「国際連合大学」と

いう。）の教育課程における授業科目を」と、同令第三十

条第一項中「第三十一条第一項及び第二項」とあるのは「大

学院設置基準第十五条において準用する第三十一条第一

項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「大学院設置

基準第十五条において読み替えて準用する第三十条第一

項」と、「第二十八条第一項（同条第二項において準用す

る場合を含む。）及び前条第一項により当該大学において

修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位」とある

のは「十五単位を超えないものとし、また、同令第十五条

において読み替えて準用する第二十八条第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。）により当該大学院にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて二十単位」

と、同令第三十条の二中「修業年限」とあるのは「標準修

業年限」と、「卒業」とあるのは「課程を修了」と、同令

第三十一条第三項中「科目等履修生及び特別の課程履修

生」とあるのは「科目等履修生」と読み替えるものとする。 

 （修士課程の修了要件） 

第十六条 [略] 

２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位数の

うち、前条において準用する大学設置基準第二十七条の三

の規定により修得したものとみなすものとする単位数は

七単位を超えないものとする。 

（博士課程の前期の課程の取扱い） 

第十六条の二 第四条第四項の規定により修士課程として

取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件

は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められ

る場合には、前条第一項に規定する大学院の行う修士論文

又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に

合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び

審査に合格することとすることができる。 

 一・二 [略] 

 （博士課程の修了要件） 

第十七条 ［略］ 

２ 第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二

年未満とした修士課程を修了した者及び第十六条第一項

同条第二項中「及び外国の」とあるのは「、外国の」と、

「当該教育課程における授業科目を我が国において」と

あるのは「当該教育課程における授業科目を我が国にお

いて履修する場合及び国際連合大学本部に関する国際連

合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和

五十一年法律第七十二号）第一条第二項に規定する千九

百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設

立された国際連合大学（第三十五条第一項において「国

際連合大学」という。）の教育課程における授業科目を」

と、同令第三十条第一項中「第三十一条第一項及び第二

項」とあるのは「大学院設置基準第十五条において準用

する第三十一条第一項」と、同条第三項中「前二項」と

あるのは「大学院設置基準第十五条において読み替えて

準用する第三十条第一項」と、「第二十八条第一項（同条

第二項において準用する場合を含む。）及び前条第一項に

より当該大学において修得したものとみなす単位数と合

わせて六十単位」とあるのは「十五単位を超えないもの

とし、また、同令第十五条において読み替えて準用する

第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を

含む。）により当該大学院において修得したものとみなす

単位数と合わせて二十単位」と、同令第三十条の二中「修

業年限」とあるのは「標準修業年限」と、「卒業」とある

のは「課程を修了」と、同令第三十一条第三項中「科目

等履修生及び特別の課程履修生」とあるのは「科目等履

修生」と読み替えるものとする。 

 

 

 （修士課程の修了要件） 

第十六条 [同左] 

[項を加える] 

 

 

 

（博士課程の前期の課程の取扱い） 

第十六条の二 第四条第四項の規定により修士課程として

取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件

は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認めら

れる場合には、前条に規定する大学院の行う修士論文又

は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合

格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び

審査に合格することとすることができる。 

一・二 [同左] 

 （博士課程の修了要件） 

第十七条 ［略］ 

２ 第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以上二

年未満とした修士課程を修了した者及び第十六条ただし
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ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了

した者の博士課程の修了の要件については、前項中「五年

（五年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学

生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修

士課程（第三条第三項の規定により標準修業年限を一年以

上二年未満とした修士課程を除く。以下この項において同

じ。）に二年（二年を超える標準修業年限を定める研究科、

専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年

限。以下この条本文において同じ。）以上在学し、当該課

程を修了した者にあつては、当該課程における二年の在学

期間を含む。）」とあるのは「修士課程における在学期間に

三年（第四条第三項ただし書の規定により博士課程の後期

の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究

科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修

業年限）を加えた期間」と、「三年（修士課程に二年以上

在学し、当該課程を修了した者にあつては、当該課程にお

ける二年の在学期間を含む。）」とあるのは「三年（第三条

第三項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満と

した修士課程を修了した者にあつては、当該一年以上二年

未満の期間を、第十六条第一項ただし書の規定による在学

期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、当該課程

における在学期間（二年を限度とする。）を含む。）」と読

み替えて、同項の規定を適用する。 

 

３ 第一項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若しく

は専門職学位（学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）

第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この項にお

いて同じ。）を有する者又は学校教育法施行規則（昭和二

十二年文部省令第十一号）第百五十六条の規定により大学

院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を

有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士

課程の後期の課程に入学した場合の博士課程の修了の要

件は、大学院（専門職大学院を除く。以下この項において

同じ。）に三年（第四条第三項ただし書の規定により博士

課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限を

定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、

当該標準修業年限とし、専門職大学院設置基準（平成十五

年文部科学省令第十六号）第十八条第一項の法科大学院の

課程を修了した者にあつては、二年（第四条第三項ただし

書の規定により博士課程の後期の課程について三年を超

える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上

の区分にあつては、当該標準修業年限から一年の期間を減

じた期間）とする。）以上在学し、必要な研究指導を受け

た上、当該大学院の行う博士論文の審査及び試験に合格す

ることとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究

業績を上げた者については、大学院に一年（第三条第三項

書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了した者

の博士課程の修了の要件については、前項中「五年（五

年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生

の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限とし、修

士課程（第三条第三項の規定により標準修業年限を一年

以上二年未満とした修士課程を除く。以下この項におい

て同じ。）に二年（二年を超える標準修業年限を定める研

究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標

準修業年限。以下この条本文において同じ。）以上在学し、

当該課程を修了した者にあつては、当該課程における二

年の在学期間を含む。）」とあるのは「修士課程における

在学期間に三年（第四条第三項ただし書の規定により博

士課程の後期の課程について三年を超える標準修業年限

を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつて

は、当該標準修業年限）を加えた期間」と、「三年（修士

課程に二年以上在学し、当該課程を修了した者にあつて

は、当該課程における二年の在学期間を含む。）」とある

のは「三年（第三条第三項の規定により標準修業年限を

一年以上二年未満とした修士課程を修了した者にあつて

は、当該一年以上二年未満の期間を、第十六条第一項た

だし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修了し

た者にあつては、当該課程における在学期間（二年を限

度とする。）を含む。）」と読み替えて、同項の規定を適用

する。 

３ 第一項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若し

くは専門職学位（学位規則（昭和二十八年文部省令第九

号）第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この

項において同じ。）を有する者又は学校教育法施行規則

（昭和二十二年文部省令第十一号）第百五十六条の規定

により大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専

門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められ

た者が、博士課程の後期の課程に入学した場合の博士課

程の修了の要件は、大学院（専門職大学院を除く。以下

この項において同じ。）に三年（第四条第三項ただし書の

規定により博士課程の後期の課程について三年を超える

標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の

区分にあつては、当該標準修業年限とし、専門職大学院

設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）第十八条

第一項の法科大学院の課程を修了した者にあつては、二

年（第四条第三項ただし書の規定により博士課程の後期

の課程について三年を超える標準修業年限を定める研究

科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準

修業年限から一年の期間を減じた期間）とする。）以上在

学し、必要な研究指導を受けた上、当該大学院の行う博

士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、

在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者につい
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の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とした修

士課程を修了した者及び専門職大学院設置基準第二条第

二項の規定により標準修業年限を一年以上二年未満とし

た専門職学位課程を修了した者にあつては、三年から当該

一年以上二年未満の期間を減じた期間とし、第十六条第一

項ただし書の規定による在学期間をもつて修士課程を修

了した者にあつては、三年から当該課程における在学期間

（二年を限度とする。）を減じた期間とする。）以上在学す

れば足りるものとする。 

 

４ 第一項の規定により修了の要件として修得すべき単位

数のうち、第十五条において準用する大学設置基準第二十

七条の三の規定により修得したものとみなすものとする

単位数は七単位を超えないものとする。 

（共同教育課程に係る修了要件） 

第三十三条 共同教育課程である修士課程の修了の要件は、

第十六条第一項（第四条第四項の規定により修士課程とし

て取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつては、

第十六条第一項及び第十六条の二）に定めるもののほか、

それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業

科目の履修により十単位以上を修得することとする。 

２ 共同教育課程である博士課程の修了の要件（第十七条第

三項本文に規定する場合を除く。）は、同条第一項又は第

二項に定めるもののほか、それぞれの大学院において当該

共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を

修得することとする。 

３ 全ての構成大学院を置く大学の設置者が同一であり、か

つ、第十五条において準用する大学設置基準第十九条の二

第一項第一号に規定する基準に適合している場合又は全

ての構成大学院を置く大学の設置者が同一の大学等連携

推進法人（同項第二号に規定する大学等連携推進法人をい

い、共同教育課程に係る業務を行うものに限る。）の社員

である場合における前二項の規定の適用については、同項

中「十単位」とあるのは「七単位」とする。 

４ 前三項の規定によりそれぞれの大学院において当該共

同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数

には、第十五条において準用する大学設置基準第二十七条

の三若しくは第十五条において読み替えて準用する同令

第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合を含

む。）若しくは第三十条第一項又は前条の規定により修得

したものとみなすことができ、又はみなすものとする単位

を含まないものとする。 

 （国際連携専攻に係る修了要件） 

第三十九条 国際連携教育課程である修士課程の終了の要

件は、第十六条第一項（第四条第四項の規定により修士課

程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあ

ては、大学院に一年（第三条第三項の規定により標準修

業年限を一年以上二年未満とした修士課程を修了した者

及び専門職大学院設置基準第二条第二項の規定により標

準修業年限を一年以上二年未満とした専門職学位課程を

修了した者にあつては、三年から当該一年以上二年未満

の期間を減じた期間とし、第十六条ただし書の規定によ

る在学期間をもつて修士課程を修了した者にあつては、

三年から当該課程における在学期間（二年を限度とす

る。）を減じた期間とする。）以上在学すれば足りるもの

とする。 

[項を加える] 

 

 

 

 （共同教育課程に係る修了要件） 

第三十三条 共同教育課程である修士課程の修了の要件

は、第十六条（第四条第四項の規定により修士課程とし

て取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつて

は、第十六条及び第十六条の二）に定めるもののほか、

それぞれの大学院において当該共同教育課程に係る授業

科目の履修により十単位以上を修得することとする。 

２ 共同教育課程である博士課程の修了の要件（第十七条第

三項本文に規定する場合を除く。）は、第十七条（第三項

を除く）に定めるもののほか、それぞれの大学院におい

て当該共同教育課程に係る授業科目の履修により十単位

以上を修得することとする。 

[項を加える] 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前二項の規定によりそれぞれの大学院において当該共

同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数

には、第十五条において読み替えて準用する大学設置基

準第二十八条第一項（同条第二項において準用する場合

を含む。）、第十五条において準用する同令第三十条第一

項又は前条の規定により修得したものとみなすことがで

き、又はみなすものとする単位を含まないものとする。 

 

 （国際連携専攻に係る修了要件） 

第三十九条 国際連携教育課程である修士課程の終了の要

件は、第十六条（第四条第四項の規定により修士課程と

して取り扱うものとする博士課程の前期の課程にあつて



ACSES ニュースレター_２０４６_20210302 

 13 

つては、第十六条第一項及び第十六条の二）に定めるもの

のほか、国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により十五単位以上を修得

するとともに、それぞれの連携外国大学院において当該国

際連携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上

を修得することとする。 

２ 国際連携教育課程である博士課程の修了の要件（第十七

条第三項本文に規定する場合を除く。）は、同条第一項又

は第二項に定めるもののほか、国際連携専攻を設ける大学

院において国際連携教育課程に係る授業科目の履修によ

り十五単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国

大学院において当該国際連携教育課程に係る授業科目の

履修により十単位以上を修得することとする。 

３ 前二項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及びそ

れぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に係

る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五条に

おいて準用する大学設置基準第二十七条の三若しくは第

十五条において読み替えて準用する同令第二十八条第一

項（同条第二項において準用する場合を含む。）若しくは

第三十条第一項又は前条第一項の規定により修得したも

のとみなすことができ、又はみなすものとする単位を含ま

ないものとする。ただし、第十五条において読み替えて準

用する同令第三十条第一項の規定により修得したものと

みなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実

施するために特に必要と認められる場合は、この限りでな

い。 

は、第十六条及び第十六条の二）に定めるもののほか、

国際連携専攻を設ける大学院において国際連携教育課程

に係る授業科目の履修により十五単位以上を修得すると

ともに、それぞれの連携外国大学院において当該国際連

携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修

得することとする。 

２ 国際連携教育課程である博士課程の修了の要件（第十

七条第三項本文に規定する場合を除く。）は、第十七条（第

三項を除く。）に定めるもののほか、国際連携専攻を設け

る大学院において国際連携教育課程に係る授業科目の履

修により十五単位以上を修得するとともに、それぞれの

連携外国大学院において当該国際連携教育課程に係る授

業科目の履修により十単位以上を修得することとする。 

３ 前二項の規定により国際連携専攻を設ける大学院及び

それぞれの連携外国大学院において国際連携教育課程に

係る授業科目の履修により修得する単位数には、第十五

条において読み替えて準用する大学設置基準第二十八条

第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）、第

十五条において準用する同令第三十条第一項又は前条第

一項の規定により修得したものとみなすことができ、又

はみなすものとする単位を含なないものとする。ただし、

第十五条において準用する同令第三十条第一項の規定に

より修得したものとみなす単位について、国際連携教育

課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められ

る場合は、この限りでない。 

 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

（専門職大学院設置基準の一部改正） 

第四条 専門職大学院設置基準（平成十五年文部科学省令第十六号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲

げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

（教育課程連携協議会） 

第六条の二 [略] 

２・３ [略] 

（連携開設科目）  

第六条の三 専門職大学院は、その教育上の目的を達成

するために必要があると認められる場合には、第六条

第一項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該

当する他の大学院が当該専門職大学院と連携して開設

する授業科目（次項に規定する要件に適合するものに

限る。以下この条及び第十二条の二において「連携開

設科目」という。）を、当該専門職大学院が自ら開設し

たものとみなすことができる。 

（教育課程連携協議会） 

第六条の二 [同左] 

２・３ [同左] 

 

[条を加える。] 
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一 当該専門職大学院を置く大学の設置者（その設置

する大学に置かれる他の大学院と当該専門職大学院

との緊密な連携が確保されているものとして文部科

学大臣が別に定める基準に適合しているものに限

る。）が設置する大学に置かれる他の大学院 

二 大学等連携推進法人（その社員のうちに大学の設

置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が

設置する大学の間の連携の推進を目的とするもので

あつて、当該大学の間の緊密な連携が確保されてい

ることについて文部科学大臣の認定を受けたものを

いう。次項第二号及び第三十四条第二項において同

じ。）（当該専門職大学院を置く大学の設置者が社員

であるものであり、かつ、連携開設科目に係る業務

を行うものに限る。）の社員が設置する大学に置かれ

る他の大学院 

２ 前項の規定により当該専門職大学院が自ら開設した

ものとみなすことができる連携開設科目は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて

開設されなければならない。 

一 前項第一号に該当する他の大学院が開設するもの 

同号に規定する基準の定めるところにより当該専門

職大学院を置く大学の設置者が策定する連携開設科

目の開設及び実施に係る方針 

二 前項第二号に該当する他の大学院が開設するもの 

同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針

（その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に

関する連携を推進するための方針をいう。） 

３ 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したも

のとみなす専門職大学院及び当該連携開設科目を開設

する他の大学院は、当該連携開設科目を開設し、及び

実施するため、文部科学大臣が別に定める事項につい

ての協議の場を設けるものとする。 

 （授業の方法等） 

第八条 ［略］ 

２ 大学院設置基準（昭和四十九年文部省令第二十八号）

第十五条において準用する大学設置基準（昭和三十一

年文部省令第二十八号）第二十五条第二項の規定によ

り多様なメディアを高度に利用して授業を行う教室等

以外の場所で履修させることは、これによつて十分な

教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認

められる授業について、行うことができるものとする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第十二条 ［略］ 

 （連携開設科目に係る単位の認定） 

第十二条の二 専門職大学院は、学生が他の大学院にお

いて履修した連携開設科目について修得した単位を、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（授業の方法等） 

第八条 [同左] 

２ 大学院設置基準第十五条において準用する大学設置

基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）第二十五条

第二項の規定により多様なメディアを高度に利用して

授業を行う教室等以外の場所で履修させることは、こ

れによつて十分な教育効果が得られる専攻分野に関し

て、当該効果が認められる授業について、行うことが

できるものとする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第十二条 [同左] 

 

[条を加える。] 
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当該専門職大学院における授業科目の履修により修得

したものとみなすものとする。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第十四条 ［略］ 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院

において修得した単位（第十二条の二の規定により修

得したものとみなすものとする単位を含む。）以外のも

のについては、前条第一項（同条第二項において準用

する場合を含む。）の規定により当該専門職大学院にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて当該専門

職大学院が修了要件として定める三十単位以上の単位

数の二分の一を超えないものとする。 

 （専門職学位課程の修了要件） 

第十五条 [略] 

２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位

数のうち、第十二条の二の規定により修得したものと

みなすものとする単位数は、当該専門職大学院が修了

要件として定める三十単位以上の単位数の四分の一を

超えないものとする。 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第二十二条 [略] 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院に

おいて修得した単位（第十二条の二の規定により修得

したものとみなすものとする単位を含む。）以外のもの

については、第十四条第二項の規定にかかわらず、前

条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により当該法科大学院において修得したものと

みなす単位数と合わせて三十単位（同条第一項だだし

書の規定により三十単位を超えてみなす単位を除く。）

を超えないものとする。 

 （法科大学院の課程の修了要件） 

第二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五

条第一項の規定にかかわらず、法科大学院に三年（三

年を超える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学

生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限）以

上在学し、九十三単位以上を修得することとする。 

２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき九十

三単位のうち、第十二条の二の規定により修得したも

のとみなすものとする単位数は、十五単位を超えない

ものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得

を修了の要件とする法科大学院にあつては、その超え

る部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことが

できる。 

 （法学既修者） 

 

 

（入学前の既修得単位の認定） 

第十四条 [同左] 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該専門職大学院

において修得した単位以外のものについては、前条第

一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規

定により当該専門職大学院において修得したものとみ

なす単位数と合わせて当該専門職大学院が修了要件と

して定める三十単位以上の単位数の二分の一を超えな

いものとする。 

 

（専門職学位課程の修了要件） 

第十五条 [同左] 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第二十二条 [同左] 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該法科大学院に

おいて修得した単位以外のものについては、第十四条

第二項の規定にかかわらず、前条第一項（同条第二項

において準用する場合を含む。）の規定により当該法科

大学院において修得したものとみなす単位数と合わせ

て三十単位（同条第一項だだし書の規定により三十単

位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとす

る。 

 

 （法科大学院の課程の修了要件） 

第二十三条 法科大学院の課程の修了の要件は、第十五

条の規定にかかわらず、法科大学院に三年（三年を超

える標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履

修上の区分にあつては、当該標準修業年限）以上在学

し、九十三単位以上を修得することとする。 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

 （法学既修者） 
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第二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必

要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者

（以下「法学既修者」という。）に関しては、第二十三

条第一項に規定する在学期間については一年を超えな

い範囲で当該法科大学院が認める期間在学し、同項に

規定する単位については三十単位を超えない範囲で当

該法科大学院が認める単位を修得したものとみなすこ

とができる。ただし、九十三単位を超える単位の修得

を修了の要件とする法科大学院にあつては、その超え

る部分の単位数に限り三十単位を超えてみなすことが

できる。 

２・３ ［略］ 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第二十八条 ［略］ 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、転学等の場合を除き、当該教職大学院に

おいて修得した単位（第十二条の二の規定により修得

したものとみなすものとする単位を含む。）以外のもの

については、第十四条第二項の規定にかかわらず、前

条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により当該教職大学院において修得したものと

みなす単位数及び次条第三項の規定により免除する単

位数と合わせて当該教職大学院が修了要件として定め

る四十五単位以上の単位数の二分の一を超えないもの

とする。 

 （教職大学院の課程の修了要件） 

第二十九条 教職大学院の課程の修了の要件は、第十五

条第一項の規定にかかわらず、教職大学院に二年（二

年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生

の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限）以上

在学し、四十五単位以上（高度の専門的な能力及び優

れた資質を有する教員に係る実践的な能力を培うこと

を目的として小学校等その他の関係機関で行う実習に

係る十単位以上を含む。）を修得することとする。 

２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき単位

数のうち、第十二条の二の規定により修得したものと

みなすものとする単位数は、当該教職大学院が修了要

件として定める四十五単位以上の単位数の四分の一を

超えないものとする。 

３ 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教

職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務

の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、

第一項に規定する実習により修得する単位の全部又は

一部を免除することができる。 

（共同教育課程に係る修了要件） 

第三十四条 共同教育課程である専門職学位課程の修了

第二十五条 法科大学院は、当該法科大学院において必

要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者

（以下「法学既修者」という。）に関しては、第二十三

条に規定する在学期間については一年を超えない範囲

で当該法科大学院が認める期間在学し、同条に規定す

る単位については三十単位を超えない範囲で当該法科

大学院が認める単位を修得したものとみなすことがで

きる。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了

の要件とする法科大学院にあつては、その超える部分

の単位数に限り三十単位を超えてみなすことができ

る。 

２・３ [同左] 

 （入学前の既修得単位の認定） 

第二十八条 [同左] 

２ 前項の規定により修得したものとみなすことのでき

る単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該教職

大学院において修得した単位以外のものについては、

第十四条第二項の規定にかかわらず、前条第一項（同

条第二項において準用する場合を含む。）の規定により

当該教職大学院において修得したものとみなす単位数

及び次条第二項の規定により免除する単位数と合わせ

て当該教職大学院が修了要件として定める四十五単位

以上の単位数の二分の一を超えないものとする。 

 

 

 （教職大学院の課程の修了要件） 

第二十九条 教職大学院の課程の修了の要件は、第十五

条の規定にかかわらず、教職大学院に二年（二年以外

の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修

上の区分にあつては、当該標準修業年限）以上在学し、

四十五単位以上（高度の専門的な能力及び優れた資質

を有する教員に係る実践的な能力を培うことを目的と

して小学校等その他の関係機関で行う実習に係る十単

位以上を含む。）を修得することとする。 

[項を加える] 

 

 

 

 

２ 教職大学院は、教育上有益と認めるときは、当該教

職大学院に入学する前の小学校等の教員としての実務

の経験を有する者について、十単位を超えない範囲で、

前項に規定する実習により修得する単位の全部又は一

部を免除することができる。 

（共同教育課程に係る修了要件） 

第三十四条 共同教育課程である専門職学位課程の修了



ACSES ニュースレター_２０４６_20210302 

 17 

の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、それ

ぞれの専門職大学院において当該共同教育課程に係る

授業科目の履修により十単位以上を修得することとす

る。 

２ 全ての構成専門職大学院を置く大学の設置者が同一

であり、かつ、第六条の三第一項第一号に規定する基

準に適合している場合又は全ての構成専門職大学院を

置く大学の設置者が同一の大学等連携推進法人（共同

教育課程に係る業務を行うものに限る。） の社員であ

る場合における前項の規定の適用については、同項中

「十単位」とあるのは「七単位」とする。 

３ 前二項の規定によりそれぞれの専門職大学院におい

て当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得

する単位数には、第十二条の二、第十三条第一項（同

条第二項において準用する場合を含む。）、第十四条第

一項又は前条の規定により修得したものとみなすこと

ができ、又はみなすものとする単位を含まないものと

する。 

４ 共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課

程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二

十三条第一項又は第二十九条第一項若しくは第三項に

定めるもののほか、それぞれの法科大学院又は教職大

学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修

により七単位以上を修得することとする。 

５ 前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大

学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修

により修得する単位数には、法科大学院にあつては第

十二条の二、第二十一条第一項（同条第二項において

準用する場合を含む。）、第二十二条第一項若しくは第

二十五条第一項の規定により、教職大学院にあつては

第十二条の二、第二十七条第一項（同条第二項におい

て準用する場合を含む。）若しくは第二十八条第一項の

規定により、それぞれ修得したものとみなすことがで

きる単位又は前条の規定により修得したものとみなす

ものとする単位を含まないものとする。 

（国際連携専攻に係る修了要件） 

第三十九条 国際連携教育課程である専門職学位課程の

修了の要件は、第十五条第一項に定めるもののほか、

国際連携専攻を設ける専門職大学院において国際連携

教育課程に係る授業科目の履修により十五単位以上を

修得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学院

において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修

により十単位以上を修得することとする。 

２ 前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学

院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際

連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単

の要件は、第十五条に定めるもののほか、それぞれの

専門職大学院において当該共同教育課程に係る授業科

目の履修により十単位以上を修得することとする。 

 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定によりそれぞれの専門職大学院において

当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得す

る単位数には、第十三条第一項（同条第二項において

準用する場合を含む。）、第十四条第一項又は前条の規

定により修得したものとみなすことができ、又はみな

すものとする単位を含まないものとする。 

 

３ 共同教育課程である法科大学院又は教職大学院の課

程の修了の要件は、第一項の規定にかかわらず、第二

十三条又は第二十九条に定めるもののほか、それぞれ

の法科大学院又は教職大学院において当該共同教育課

程に係る授業科目の履修により七単位以上を修得する

こととする。 

４ 前項の規定によりそれぞれの法科大学院又は教職大

学院において当該共同教育課程に係る授業科目の履修

により修得する単位数には、法科大学院にあつては第

二十一条第一項（同条第二項において準用する場合を

含む。）、第二十二条第一項若しくは第二十五条第一項

の規定により、教職大学院にあつては第二十七条第一

項（同条第二項において準用する場合を含む。）若しく

は第二十八条第一項の規定により、それぞれ修得した

ものとみなすことができる単位又は前条の規定により

修得したものとみなすものとする単位を含まないもの

とする。 

（国際連携専攻に係る修了要件） 

第三十九条 国際連携教育課程である専門職学位課程の

修了の要件は、第十五条に定めるもののほか、国際連

携専攻を設ける専門職大学院において国際連携教育課

程に係る授業科目の履修により十五単位以上を修得す

るとともに、それぞれの連携外国専門職大学院におい

て当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により

十単位以上を修得することとする。 

２ 前項の規定により国際連携専攻を設ける専門職大学

院及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際

連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単
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位数には、第十二条の二、第十三条第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。）、第十四条第一項又

は前条の規定により修得したものとみなすことがで

き、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

ただし、第十四条第一項の規定により修得したものと

みなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及

び実施するために特に必要と認められる場合は、この

限りでない。 

３ 国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の

要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十九条第一

項又は第三項に定めるもののほか、国際連携専攻を設

ける教職大学院において国際連携教育課程に係る授業

科目の履修により二十三単位以上を修得するととも

に、それぞれの連携外国専門職大学院において国際連

携教育課程に係る授業科目の履修により七単位以上を

修得することとする。 

４ 前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院

及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連

携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位

数には、第十二条の二、第二十七条第一項（同条第二

項において準用する場合を含む。）、第二十八条第一項

又は前条の規定により、それぞれ修得したものとみな

すことができ、又はみなすものとする単位を含まない

ものとする。ただし、第二十八条第一項の規定により

修得したものとみなす単位について、国際連携教育課

程を編成し、及び実施するために特に必要と認められ

る場合は、この限りでない。 

位数には、第十三条第一項（同条第二項において準用

する場合を含む。）、第十四条第一項又は前条の規定に

より修得したものとみなすことができ、又はみなすも

のとする単位を含まないものとする。ただし、第十四

条第一項の規定により修得したものとみなす単位につ

いて、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため

に特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

 

３ 国際連携教育課程である教職大学院の課程の修了の

要件は、第一項の規定にかかわらず、第二十九条に定

めるもののほか、国際連携専攻を設ける教職大学院に

おいて国際連携教育課程に係る授業科目の履修により

二十三単位以上を修得するとともに、それぞれの連携

外国専門職大学院において国際連携教育課程に係る授

業科目の履修により七単位以上を修得することとす

る。 

４ 前項の規定により国際連携専攻を設ける教職大学院

及びそれぞれの連携外国専門職大学院において国際連

携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位

数には、第二十七条第一項（同条第二項において準用

する場合を含む。）、第二十八条第一項又は前条の規定

により、それぞれ修得したものとみなすことができ、

又はみなすものとする単位を含まないものとする。た

だし、第二十八条第一項の規定により修得したものと

みなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及

び実施するために特に必要と認められる場合は、この

限りでない。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。 

（短期大学設置基準の一部改正） 

第五条 短期大学設置基準（昭和五十年文部省令第二十一号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲

げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加え、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。 

改 正 後 改 正 前 

（教育課程の編成方針） 

第五条 ［略］ 

２ ［略］ 

（連携開設科目） 

第五条の二 短期大学は、当該短期大学及び学科の教育

上の目的を達成するために必要があると認められる場

合には、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号の

いずれかに該当する他の大学（短期大学及び専門職 

短期大学を含む。以下同じ。）が当該短期大学と連携し

て開設する授業科目（次項に規定する要件に適合する

（教育課程の編成方針） 

第五条 [同左] 

２ [同左] 

 

[条を加える。] 
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ものに限る。以下この条及び第十三条の三において「連

携開設科目」という。）を、当該短期大学が自ら開設し

たものとみなすことができる。 

一 当該短期大学の設置者（その設置する他の大学と

当該短期大学との緊密な連携が確保されているもの

として文部科学大臣が別に定める基準に適合してい

るものに限る。）が設置する他の大学 

二 大学等連携推進法人（その社員のうちに大学の設

置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が

設置する大学の間の連携の推進を目的とするもので

あつて、当該大学の間の緊密な連携が確保されてい

ることについて文部科学大臣の認定を受けたものを

いう。次項第二号及び第三十八条第四項において同

じ。）（当該短期大学の設置者が社員であるものであ

り、かつ、連携開設科目に係る業務を行うものに限

る。）の社員が設置する他の大学 

２ 前項の規定により当該短期大学が自ら開設したもの

とみなすことができる連携開設科目は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つて開設

されなければならない。 

一 前項第一号に該当する他の大学が開設するもの 

同号に規定する基準の定めるところにより当該短期

大学の設置者が策定する連携開設科目の開設及び実

施に係る方針 

二 前項第二号に該当する他の大学が開設するもの 

同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針

（その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に

関する連携を推進するための方針をいう。） 

３ 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したも

のとみなす短期大学及び当該連携開設科目を開設する

他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び実施す

るため、文部科学大臣が別に定める事項についての協

議の場を設けるものとする。 

（履修科目の登録の上限） 

第十三条の二 ［略］ 

２ ［略］ 

（連携開設科目に係る単位の認定） 

第十三条の三 短期大学は、学生が他の大学において履

修した連携開設科目について修得した単位を、当該短

期大学における授業科目の履修により修得したものと

みなすものとする。 

（他の大学における授業科目の履修等） 

 

第十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学

生が短期大学の定めるところにより他の大学において

履修した授業科目について修得した単位を、修業年限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（履修科目の登録の上限） 

第十三条の二 [同左] 

２ [同左] 

 

[条を加える。] 

 

 

 

（他の短期大学、専門職短期大学又は大学における授

業科目の履修等） 

第十四条 短期短期大学、専門職短期大学又は大学は、

教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定める

ところにより他の短期大学、専門職短期大学又は大学
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が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限が三

年の短期大学にあつては四十六単位（第十九条の規定

により卒業の要件として六十二単位以上を修得するこ

ととする短期大学にあつては三十単位）を超えない範

囲で当該短期大学における授業科目の履修により修得

したものとみなすことができる。 

 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、

外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指

定するものの当該教育課程における授業科目を我が国

において履修する場合について準用する。 

 

 

 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

 

第十五条 ［略］ 

２ ［略］ 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第十六条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学

生が当該短期大学に入学する前に大学において履修し

た授業科目について修得した単位（第十七条第一項及

び第二項の規定により修得した単位を含む。）を、当該

短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 

２・３ ［略］ 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えるこ

とのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期

大学において修得した単位（第十三条の三の規定によ

り修得したものとみなすものとする単位を含む。）以外

のものについては、第十四条第一項及び前条第一項に

より当該短期大学において修得したものとみなす単位

数と合わせて、修業年限が二年の短期大学にあつては、

三十単位、修業年限が三年の短期大学にあつては、四

十六単位（第十九条の規定により卒業の要件として六

十二単位以上を修得することとする短期大学にあつて

は、三十単位）を超えないものとする。この場合にお

いて、第十四条第二項において準用する同条第一項に

より当該短期大学において修得したものとみなす単位

数と合わせるときは、修業年限が二年の短期大学にあ

つては、四十五単位、修業年限が三年の短期大学にあ

つては、五十三単位（第十九条の規定により卒業の要

において履修した授業科目について修得した単位を、

修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業

年限が三年の短期大学にあつては四十六単位（第十九

条の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修

得することとする短期大学にあつては三十単位）を超

えない範囲で当該短期大学における授業科目の履修に

より修得したものとみなすことができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の短期大学（専門職短

期大学に相当する外国の短期大学を含む。以下この項

において同じ。）又は大学に留学する場合、外国の短期

大学又は大学が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学

の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制

度において位置付けられた教育施設であつて、文部科

学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授

業科目を我が国において履修する場合について準用す

る。 

 （短期大学、専門職短期大学又は大学以外の教育施設

等における学修） 

第十五条 [同左] 

２ [同左] 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

第十六条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学

生が当該短期大学に入学する前に短期大学、専門職短

期大学又は大学において履修した授業科目について修

得した単位（第十七条第一項及び第二項の規定により

修得した単位を含む。）を、当該短期大学に入学した後

の当該短期大学における授業科目の履修により修得し

たものとみなすことができる。 

２・３ [同左] 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えるこ

とのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該短期

大学において修得した単位以外のものについては、第

十四条第一項及び前条第一項により当該短期大学にお

いて修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年

限が二年の短期大学にあつては、三十単位、修業年限

が三年の短期大学にあつては、四十六単位（第十九条

の規定により卒業の要件として六十二単位以上を修得

することとする短期大学にあつては、三十単位）を超

えないものとする。この場合において、第十四条第二

項において準用する同条第一項により当該短期大学に

おいて修得したものとみなす単位数と合わせるとき

は、修業年限が二年の短期大学にあつては、四十五単

位、修業年限が三年の短期大学にあつては、五十三単

位（第十九条の規定により卒業の要件として六十二単

位以上を修得することとする短期大学にあつては四十
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件として六十二単位以上を修得することとする短期大

学にあつては四十五単位）を超えないものとする。 

（卒業の要件） 

第十八条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第一項若しくは第二項又は第三十五条の十第一項若

しくは第二項の規定により卒業の要件として修得すべ

き単位数のうち、第十三条の三の規定により修得した

ものとみなすものとする単位数は、修業年限が二年の

短期大学にあつては十五単位、修業年限が三年の短期

大学にあつては二十三単位（次条の規定により卒業の

要件として六十二単位以上修得することとする短期大

学にあつては十五単位）を超えないものとする。 

 （教授の資格） 

第二十三条 ［略］ 

 一～四 ［略］ 

五 大学又は高等専門学校において教授、准教授又は

専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する

教員としての経歴を含む。）のある者 

 

 六・七 ［略］ 

 （実務の経験等を有する専任教員） 

第三十五条の十一 ［略］ 

２ ［略］ 

一 大学又は高等専門学校において教授、准教授、専

任の講師又は助教の経歴（外国におけるこれらに相

当する教員としての経歴を含む。）のある者 

 

 二・三 ［略］ 

３ ［略］ 

 （共同学科に係る卒業の要件） 

第三十八条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 全ての構成短期大学の設置者が同一であり、かつ、

第五条の二第一項第一号に規定する基準に適合してい

る場合又は全ての構成短期大学の設置者が同一の大学

等連携推進法人（共同教育課程に係る業務を行うもの

に限る。）の社員である場合における前三項の規定の適

用については、これらの項中「十単位」とあるのは 「七

単位」、「二十単位」とあるのは「十五単位」とする。 

５ 前四項の規定によりそれぞれの短期大学において当

該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する

単位数には、第十三条の三、第十四条第一項（同条第

二項において準用する場合を含む。）、第十五条第一項、

第十六条第一項、第二項若しくは第三項又は前条の規

定により修得したものとみなし、若しくは与えること

五単位）を超えないものとする。 

 

（卒業の要件） 

第十八条 [同左] 

２・３ [同左] 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

 

 （教授の資格） 

第二十三条 [同左] 

 一～四 [同左] 

五 大学（短期大学及び専門職短期大学を含む。以下

同じ。）又は高等専門学校において教授、准教授又は

専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する

教員としての経歴を含む。）のある者 

 六・七 [同左] 

 （実務の経験等を有する専任教員） 

第三十五条の十一 [同左] 

２ [同左] 

一 大学、短期大学、専門職短期大学又は高等専門学

校において教授、准教授、専任の講師又は助教の経

歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経

歴を含む。）のある者 

 二・三 [同左] 

３ [同左] 

 （共同学科に係る卒業の要件） 

第三十八条 [同左] 

２・３ [同左] 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

４ 前三項の規定によりそれぞれの短期大学において当

該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単

位数には、第十四条第一項（同条第二項において準用す

る場合を含む。）、第十五条第一項、第十六条第一項、第

二項若しくは第三項又は前条の規定により修得したもの

とみなし、若しくは与えることができ、又はみなすもの
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ができ、又はみなすものとする単位を含まないものと

する。 

 （国際連携学科に係る卒業の要件） 

第四十七条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年

限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要件

は、第十九条に定めるもののほか、国際連携学科を設

ける短期大学において国際連携教育課程に係る授業科

目の履修により三十一単位以上を修得するとともに、

それぞれの連携外国短期大学において当該国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を修得

することとする。 

４ 前三項の規定により国際連携学科を設ける短期大学

及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数に

は、第十三条の三、第十四条第一項（同条第二項にお

いて準用する場合を含む。）、第十五条第一項、第十六

条第一項、第二項若しくは第三項又は前条の規定によ

り修得したものとみなし、若しくは与えることができ、

又はみなすものとする単位を含まないものとする。た

だし、第十六条第一項の規定により修得したものとみ

なす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び

実施するために特に必要と認められる場合は、この限

りでない。 

   附 則 

１ この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

 

[項を削る。] 

 

 

２ [略] 

３ [略] 

[項を削る。] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[項を削る。] 

 

とする単位を含まないものとする。 

 

 （国際連携学科に係る卒業の要件） 

第四十七条 [同左] 

２ [同左] 

３ 前二項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業

年限が三年の短期大学の国際連携学科に係る卒業の要

件は、第十九条に定めるもののほか、国際連携学科を

設ける短期大学において国際連携教育課程に係る授業

科目の履修により三十一単位以上を修得するととも

に、それぞれの連携外国短期大学において当該国際連

携教育課程に係る授業科目の履修により十単位以上を

修得することとする。 

４ 前三項の規定により国際連携学科を設ける短期大学

及びそれぞれの連携外国短期大学において国際連携教

育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数に

は、第十四条第一項（同条第二項において準用する場

合を含む。）、第十五条第一項、第十六条第一項、第二

項若しくは第三項又は前条の規定により修得したもの

とみなし、若しくは与えることができ、又はみなすも

のとする単位を含まないものとする。ただし、第十六

条第一項の規定により修得したものとみなす単位につ

いて、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため

に特に必要と認められる場合は、この限りでない。 

 

附 則 

１ この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 昭和五十一年度又は昭和五十二年度に開設しようと

する短期大学又は短期大学の学科の設置認可の申請に

係る審査に当たつては、この省令の規定の適用がある

ものとする。 

３ ［同左］ 

４ ［同左］ 

５ 昭和六十一年度から平成四年度までの間に期間（昭

和六十一年度から平成十一年度までの間の年度間に限

る。）を付して入学定員を増加する短期大学（次項にお

いて「期間を付して入学定員を増加する短期大学」と

いう。）の専任教員数については、第二十二条の規定に

より算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる

専任教員数が増加することとなるときは、当該増加す

ることとなる専任教員数は、教育に支障のない限度に

おいて、兼任の教員をもつて充てることができるもの

とする。 

６ 期間を付して入学定員を増加する短期大学の校地の

面積の算定については、当該入学定員の増加はないも
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[項を削る。] 

 

 

 

 

のとみなして第三十条の規定を適用する。 

７ 昭和六十一年度以降に期間（平成十一年度を終期と

するものに限る。）を付して入学定員を増加又は設定し

た短期大学であつて、当該期間の経過後引き続き、当

該入学定員の範囲内で期間（平成十二年度から平成十

六年度までの間の年度間に限る。）を付して入学定員を

増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定につ

いては、前二項の例による。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

 （専門職短期大学設置基準の一部改正） 

第六条 専門職短期大学設置基準（平成二十九年文部科学省令第三十四号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲

げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 

改 正 後 改 正 前 

 （教育課程連携協議会） 

第八条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

 （連携開設科目） 

第八条の二 専門職短期大学は、当該専門職短期大学及

び学科の教育上の目的を達成するために必要があると

認められる場合には、第七条第一項の規定にかかわら

ず、次の各号のいずれかに該当する他の大学（短期大

学を含む。以下同じ。）が当該専門職短期大学と連携し

て開設する授業科目（次項に規定する要件に適合する

ものに限る。以下この条及び第二十条の二において「連

携開設科目」という。）を、当該専門職短期大学が自ら

開設したものとみなすことができる。 

一 当該専門職短期大学の設置者（その設置する他の

大学と当該専門職短期大学との緊密な連携が確保さ

れているものとして文部科学大臣が別に定める基準

に適合しているものに限る。）が設置する他の大 学 

二 大学等連携推進法人（その社員のうちに大学の設

置者が二以上ある一般社団法人のうち、その社員が

設置する大学の間の連携の推進を目的とするもので

あつて、当該大学の間の緊密な連携が確保されてい

ることについて文部科学大臣の認定を受けたものを

いう。次項第二号及び第五十八条第四項において同

じ。）（当該専門職短期大学の設置者が社員であるも

のであり、かつ、連携開設科目に係る業務を行うも

のに限る。）の社員が設置する他の大学 

２ 前項の規定により当該専門職短期大学が自ら開設し

たものとみなすことができる連携開設科目は、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方針に沿つ

て開設されなければならない。 

 （教育課程連携協議会） 

第八条 [同左] 

２・３ [同左] 

 

[条を加える。] 
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一 前項第一号に該当する他の大学が開設するもの 

同号に規定する基準の定める ところにより当該専

門職短期大学の設置者が策定する連携開設科目の開

設及び実施に係る方針 

二 前項第二号に該当する他の大学が開設するもの 

同号の大学等連携推進法人が策定する連携推進方針

（その社員が設置する大学の間の教育研究活動等に

関する連携を推進するための方針をいう。） 

３ 第一項の規定により連携開設科目を自ら開設したも

のとみなす専門職短期大学及び当該連携開設科目を開

設する他の大学は、当該連携開設科目を開設し、及び

実施するため、文部科学大臣が別に定める事項につい

ての協議の場を設けるものとする。 

 （履修科目の登録の上限） 

第二十条 ［略］ 

２ ［略］ 

 （連携開設科目に係る単位の認定） 

第二十条の二 専門職短期大学は、学生が他の大学にお

いて履修した連携開設科目について修得した単位を、

当該専門職短期大学における授業科目の履修により修

得したものとみなすものとする。 

 （他の大学における授業科目の履修等） 

第二十一条 専門職短期大学は、教育上有益と認めると

きは、学生が専門職短期大学の定めるところにより他

の大学において履修した授業科目について修得した単

位を、修業年限が二年の専門職短期大学にあつては三

十単位、修業年限が三年の専門職短期大学にあつては

四十六単位（第二十七条の規定により卒業の要件とし

て六十二単位以上を修得することとする専門職短期大

学（以下「第二十七条の専門職短期大学」という。）に

あつては、三十単位）を超えない範囲で当該専門職短

期大学における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。 

 

２ 前項の規定は、学生が、外国の大学に留学する場合、

外国の大学が行う通信教育における授業科目を我が国

において履修する場合及び外国の大学の教育課程を有

するものとして当該外国の学校教育制度において位置

付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指

定するものの当該教育課程における授業科目を我が国

において履修する場合について準用する。 

 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第二十二条 ［略］ 

２ ［略］ 

 （入学前の既修得単位等の認定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （履修科目の登録の上限） 

第二十条 [同左] 

２ [同左] 

 

[条を加える。] 

 

 

 

 （他の短期大学又は大学における授業科目の履修等） 

第二十一条 専門職短期大学は、教育上有益と認めると

きは、学生が専門職短期大学の定めるところにより他

の短期大学又は大学（短期大学を除く。以下同じ。）に

おいて履修した授業科目について修得した単位を、修

業年限が二年の専門職短期大学にあつては三十単位、

修業年限が三年の専門職短期大学にあつては四十六単

位（第二十七条の規定により卒業の要件として六十二

単位以上を修得することとする専門職短期大学（以下

「第二十七条の専門職短期大学」という。）にあつては、

三十単位）を超えない範囲で当該専門職短期大学にお

ける授業科目の履修により修得したものとみなすこと

ができる。 

２ 前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に

留学する場合、外国の短期大学又は大学が行う通信教育

における授業科目を我が国において履修する場合及び外

国の短期大学又は大学の教育課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設

であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育

課程における授業科目を我が国において履修する場合に

ついて準用する。 

 （短期大学又は大学以外の教育施設等における学修） 

第二十二条 [同左] 

２ [同左] 

 （入学前の既修得単位等の認定） 
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第二十三条 専門職短期大学は、教育上有益と認めると

きは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に大学

において履修した授業科目について修得した単位（第

二十五条第一項及び第二項の規定により修得した単位

を含む。）を、当該専門職短期大学に入学した後の当該

専門職短期大学における授業科目の履修により修得し

たものとみなすことができる。 

２・３ ［略］ 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えるこ

とのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門

職短期大学において修得した単位（第二十条の二の規

定により修得したものとみなすものとする単位を含

む。）以外のものについては、第二十一条第一項及び前

条第一項により当該専門職短期大学において修得した

ものとみなす単位数と合わせて、修業年限が二年の専

門職短期大学にあつては三十単位を、修業年限が三年

の専門職短期大学にあつては四十六単位（第二十七条

の専門職短期大学にあつては、三十単位）を超えない

ものとする。この場合において、第二十一条第二項に

おいて準用する同条第一項により当該専門職短期大学

において修得したものとみなす単位数と合わせるとき

は、修業年限が二年の専門職短期大学にあつては四十

五単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあつて

は五十単位（第二十七条の専門職短期大学にあつては、

四十五単位）を超えないものとする。 

 （卒業の要件） 

第二十六条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 第一項又は第二項の規定により卒業の要件として修

得すべき単位数のうち、第二十条の二の規定により修

得したものとみなすものとする単位数は、修業年限が

二年の専門職短期大学にあつては十五単位、修業年限

が三年の専門職短期大学にあつては二十三単位（次条

の専門職短期大学にあつては、十五単位）を超えない

ものとする。 

 （実務の経験等を有する専任教員） 

第三十三条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 大学又は高等専門学校において教授、准教授、専

任の講師又は助教の経歴（外国におけるこれらに相

当する教員としての経歴を含む。）のある者 

 

 二・三 ［略］ 

３ ［略］ 

 （教授の資格） 

第三十五条 ［略］ 

第二十三条 専門職短期大学は、教育上有益と認めると

きは、学生が当該専門職短期大学に入学する前に短期

大学又は大学において履修した授業科目について修得

した単位（第二十五条第一項及び第二項の規定により

修得した単位を含む。）を、当該専門職短期大学に入学

した後の当該専門職短期大学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる。 

２・３ [同左] 

４ 前三項により修得したものとみなし、又は与えるこ

とのできる単位数は、転学等の場合を除き、当該専門

職短期大学において修得した単位以外のものについて

は、第二十一条第一項及び前条第一項により当該専門

職短期大学において修得したものとみなす単位数と合

わせて、修業年限が二年の専門職短期大学にあつては

三十単位を、修業年限が三年の専門職短期大学にあつ

ては四十六単位（第二十七条の専門職短期大学にあつ

ては、三十単位）を超えないものとする。この場合に

おいて、第二十一条第二項において準用する同条第一

項により当該専門職短期大学において修得したものと

みなす単位数と合わせるときは、修業年限が二年の専

門職短期大学にあつては四十五単位を、修業年限が三

年の専門職短期大学にあつては五十単位（第二十七条

の専門職短期大学にあつては、四十五単位）を超えな

いものとする。 

 

 （卒業の要件） 

第二十六条 [同左] 

２・３ [同左] 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

 （実務の経験等を有する専任教員） 

第三十三条 [同左] 

２ [同左] 

一 大学、短期大学又は高等専門学校において教授、

准教授、専任の講師又は助教の経歴（外国における

これらに相当する教員としての経歴を含む。）のある

者 

 二・三 [同左] 

３ [同左] 

 （教授の資格） 

第三十五条 [同左] 
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一～四 ［略］ 

五 大学又は高等専門学校において教授、准教授又は

専任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当する

教員としての経歴を含む。）のある者 

 六・七 ［略］ 

 （准教授の資格） 

第三十六条 ［略］ 

一 ［略］ 

二 大学又は高等専門学校において助教又はこれに準

ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当

する職員としての経歴を含む。）のある者 

 三・四 ［略］ 

 （共同学科に係る卒業の要件） 

第五十八条 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 全ての構成専門職短期大学の設置者が同一であり、

かつ、第八条の二第一項第言万に規定する基準に適合

している場合又は全ての構成専門職短期大学の設置者

が同一の大学等連携推進法人（共同教育課程に係る業

務を行うものに限る。）の社員である場合における前三

項の規定の適用については、これらの項中「十単位」

とあるのは「七単位」、「二十単位」とあるのは「十五

単位」とする。 

５ 前四項の規定によりそれぞれの専門職短期大学にお

いて当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修

得する単位数には、第二十条の二、第二十一条第一項

（同条第二項において準用する場合を含む。）、第二十

二条第一項、第二十三条第一項から第三項まで又は前

条の規定により修得したものとみなし、若しくは与え

ることができ、又はみなすものとする単位を含まない

ものとする。 

 （国際連携学科に係る卒業の要件） 

第六十七条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年

限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒業

の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連携

学科を設ける専門職短期大学において国際連携教育課

程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修得

するとともに、それぞれの連携外国専門職短期大学に

おいて当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修に

より十単位以上を修得することとする。 

４ 前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短

期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学におい

て国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得

する単位数には、第二十条の二、第二十一条第一項（同

一～四 [同左] 

五 大学、短期大学又は高等専門学校において教授、

准教授又は専任の講師の経歴（外国におけるこれら

に相当する教員としての経歴を含む。）のある者 

 六・七 [同左] 

 （准教授の資格） 

第三十六条 [同左] 

一 [同左] 

二 大学、短期大学又は高等専門学校において助教又

はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこ

れらに相当する職員としての経歴を含む。）のある者 

 三・四 [同左] 

 （共同学科に係る卒業の要件） 

第五十八条 [同左] 

２・３ [同左] 

[項を加える。] 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前三項の規定によりそれぞれの専門職短期大学にお

いて当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修

得する単位数には、第二十一条第一項（同条第二項に

おいて準用する場合を含む。）、第二十二条第一項、第

二十三条第一項から第三項まで又は前条の規定により

修得したものとみなし、若しくは与えることができ、

又はみなすものとする単位を含まないものとする。 

 

 （国際連携学科に係る卒業の要件） 

第六十七条 [同左] 

２ [同左] 

３ 前二項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業

年限が三年の専門職短期大学の国際連携学科に係る卒

業の要件は、第二十七条に定めるもののほか、国際連

携学科を設ける専門職短期大学において国際連携教育

課程に係る授業科目の履修により三十一単位以上を修

得するとともに、それぞれの連携外国専門職短期大学

において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修

により十単位以上を修得することとする。 

４ 前三項の規定により国際連携学科を設ける専門職短

期大学及びそれぞれの連携外国専門職短期大学におい

て国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得

する単位数には、第二十一条第一項（同条第二項にお
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条第二項において準用する場合を含む。）、第二十二条

第一項、第二十三条第一項から第三項まで又は前条の

規定により修得したものとみなし、若しくは与えるこ

とができ、又はみなすものとする単位を含まないもの

とする。 

いて準用する場合を含む。）、第二十二条第一項、第二

十三条第一項から第三項まで又は前条の規定により修

得したものとみなし、若しくは与えることができ、又

はみなすものとする単位を含まないものとする。 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

（学校教育法施行規則の一部改正） 

第七条 学校教育法施行規則（昭和二十二年文部省令第十一号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し

た部分のように改める。 

改 正 後 改 正 前 

第百七十二条の二 [略] 

 一～四 [略] 

 五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業

の計画（大学設置基準第十九条の二第一項（大学院

設置基準第十五条において読み替えて準用する場合

を含む。）、専門職大学設置基準第十一条の二第一項、

専門職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学

設置基準第五条の二第一項及び専門職短期大学設置

基準第八条の二第一項の規定により当該大学が自ら

開設したものとみなす授業科目（次号において「連

携開設科目」という。）に係るものを含む。）に関す

ること 

 六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るもの

を含む。）及び卒業又は修了の認定に当たつての基準

に関すること 

 七～九 ［略］ 

２・３ ［略］ 

４ 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目

的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

を積極的に公表するよう努めるものとする。 

５ 前各項の規定による情報の公表は、適切な体制を整

えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用そ

の他広く周知を図ることができる方法によつて行うも

のとする。 

第百七十二条の二 [同左] 

 一～四 [同左] 

 五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業

の計画に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 六 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に

当たつての基準に関すること 

 

 七～九 [同左] 

２・３ [同左] 

４ 大学は、第一項に規定する事項のほか、教育上の目

的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

を積極的に公表するよう努めるものとする。 

５ 第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整

えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用そ

の他広く周知を図ることができる方法によつて行うも

のとする。 

備考 表中の[ ]は注記である。 

（専門職大学院設置基準の一部を改正する省令の一部改正） 

第八条 専門職大学院設置基準の一部を改正する省令（令和元年文部科学省令第二十三号）の一部を次のように改正する。 

本則の表改正前欄の専門職大学院設置基準第二十三条に次の一項を加える。 

２ 前項の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の二の規定により修得したものとみな

すものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要件とす

る法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。 

本則の表改正前欄の専門職大学院設置基準第二十五条第一項中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。本

則の表改正後欄の専門職大学院設置基準第二十三条に次の一項を加える。 

２ 前項第一号の規定により修了の要件として修得すべき九十三単位のうち、第十二条の二の規定により修得したもの

とみなすものとする単位数は、十五単位を超えないものとする。ただし、九十三単位を超える単位の修得を修了の要
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件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り十五単位を超えてみなすことができる。 

本則の表改正後欄の専門職大学院設置基準第二十五条第一項中「第二十三条第一号」を「第二十三条第一項第一号」

に改める。 

附則第二項中「第二十三条」を「第二十三条第一項」に改める。 

（独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正） 

第九条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令（平成十六年文部科学省令第二十三号）の一部を次のように改正す

る。 

第三十六条第二号中「第十六条」を「第十六条第一項」に改める。 

附 則 

この省令は、公布の日から施行する。 

******************************************************************* 以上 ******************** 


